
室蘭市飲用井戸等衛生対策要領

平成２５年４月１日施行

（目的）

第１ この要領は、飲用に供する井戸等の適正管理、及び水道法（昭和32年法律第177号）等で規制を受

けない水道（以下「飲用井戸等」という。）の適正管理、水質に関する定期的な検査、有害物質や病原

性微生物等による汚染時における措置及び汚染防止のための対策を定めることにより、飲用井戸等につ

いて、総合的な衛生の確保を図ることを目的とする。

（基本方針）

第２ 飲用井戸等の衛生確保は、飲用井戸等を設置しようとする者又は飲用井戸等の設置者若しくは管理

者（以下「設置者等」という。）が自らの責任において実施するものとする。

２ 市は北海道と協力し、飲用井戸等の管理における衛生確保が図られるよう設置者等に対し、適正な管

理の指導又は助言を行うものとする。

（対象施設）

第３ この要領において対象とする飲用井戸等は、次に掲げる施設であって、水道法及び建築物における

衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）の適用を受けないものとする。

(1) 地下水、河川水（伏流水を含む。（以下同じ。））・湖沼水又は湧水を水源とし、個人住宅、寄宿舎、

社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する施設

(2) 地下水、河川水・湖沼水又は湧水を水源とし、官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に

対して飲用水を供給する施設

（設置等の届出）

第４ 飲用井戸等を設置しようとする者は、市に対し、新規飲用井戸等設置届（様式第１号）を提出しな

ければならない。

２ 設置者等は、前項の新規飲用井戸等設置届の記載事項に変更があったときは、市に対し、飲用井戸等

届出事項変更届（様式第２号）を提出しなければならない。

３ 設置者等は、使用中の飲用井戸等を廃止するときは、市に対し、飲用井戸等廃止届（様式第３号）を

提出しなければならない。

（飲用井戸等の管理）

第５ 市は、飲用井戸等の衛生確保を図るため、飲用井戸等の設置場所、設置数、水質の状況等に関する

情報収集を整理し、設置者等及び使用者に対する啓発のため必要な措置を講ずるものとする。

２ 市は、飲用井戸等の管理の適正を確保するため、設置者等の協力を求め、飲用井戸等の管理状況等に

ついて適宜必要な報告を受けるものとする。

３ 設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入り、動物を飼育し、又は動物のふん尿

等汚染源となる物資を搬入しないよう清潔保持に努めるものとする。

４ 設置者等は、飲用井戸等の構造（井筒、ケーシング、ポンプ、吸入管、弁類、管類、井戸のふた、水

槽、取水ぜき及び湧出口周辺の囲い等）について、定期的に点検を行い、汚染の防止に努めるものとす

る。



（飲用井戸等の検査）

第６ 設置者等（次項に規定する飲用井戸等の設置者を除く。）は、水質基準に関する省令（平成15年

厚生労働省令第101号）の表の上欄に掲げる事項（以下「水質基準項目」という。）のうち、一般細菌、

大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物（全有機炭素(TOC)の量）、ｐH値、味、

臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その

他水質基準項目のうち、周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する定期の水質検査を

１年以内ごとに１回行うものとする。

２ 第３の２号に該当する飲用井戸等のうち、設置者が常時自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を

供給するために設置するものについては、当該飲用井戸等の設置者は、前項の水質検査を１年以内ごと

に１回行うよう努める。

３ 設置者等は、飲用井戸等から給水される水に異常を認めたとときは、水質基準項目のうち必要なもの

について臨時の水質検査を行うものとする。

４ 設置者等は、水質検査を依頼する場合は、水道法第20条第３項に規定する地方公共団体の機関又は厚

生労働大臣の登録を受けた者に対して依頼するものとする。

ただし、検査項目のうち可能なものについては、建築物飲料水水質検査業の知事登録業者に依頼する

ことができる。

（汚染時の措置）

第７ 設置者等は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあると認めるときは、直ちに給水を停止

し、利用者にその旨を周知するとともに、市に報告するものとする。

２ 設置者等は、水質検査の結果、水質基準に関する省令に基づく水質基準を超える汚染が認められた場

合には、市に報告するものとする。

３ 市は、飲用井戸等の汚染を発見したとき、又は第１項若しくは前項の報告を受けて汚染の恐れがある

と判断したときは、当該飲用井戸等を立入調査し、設置者等に対して次に掲げる飲用水確保の指導を行

い、その改善状況を確認するものとする。

ア 水道給水区域内においては、水道水に切替えること。

イ 水道給水区域外においては、汚染されていない水源への切替え、又は汚染原因を除去す

る措置を講じて飲用に供すること。

ウ 前記ア若しくはイの措置を講ずるまでの間は、飲用には他の安全な水を供すること。

４ 市は、前項の規定による立入調査等により、飲用井戸等が広い範囲で汚染されていると判断したとき

は、汚染のおそれのある飲用井戸等の利用者に広報及び飲用指導を行うものとする。

５ 市は、水源が広い範囲で汚染され、多くの飲用井戸等の利用者の健康に影響がでるおそれがあると判

断したときは、本要領に定めるもののほか、緊急対策を講ずるものとする。

附則

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。

附則

この要領は、令和５年４月１日から施行する。



様式第１号

新規飲用井戸等設置届

令和 年 月 日

（宛先）室蘭市長 様

(届出者)

住 所______________________________________________

氏 名_____________________________________________㊞

（共同飲用井戸等の場合は、その名称及び代表者の氏名）

連絡先電話番号_____________________________________________

飲用井戸等の設置について、下記のとおり報告します。

記

※井戸の所在地について、住所の記載及び位置図を添付すること。

（誓約事項）

１ 住民基本台帳の閲覧に同意します。

２ 室蘭保健所等の関係機関との情報共有に同意します。

３ 室蘭市が行う飲用井戸等の実態調査等へ協力します。

使用開始年月日 年 月 日 ・ 不明

井戸の深度 ｍ ・ 不明 水道水との併用 有 ・ 無

井戸の所有者名
氏 名 ：

※共同飲用井戸等の場合は、その名称及び代表者の氏名

井戸の所在地

水源の区分
原水（ 地下水 ・ 河川及び湖沼水 ・ 湧水 ）

その他（ ）

井戸の使用目的
飲用 ・ 炊事用 ・ 洗面用 ・ 浴槽水 ・ 洗濯水 ・ 散水用

その他（ ）

備考欄



様式第２号

飲用井戸等届出事項変更届

令和 年 月 日

（宛先）室蘭市長 様

(届出者)

住 所______________________________________________

氏 名_____________________________________________㊞

（共同飲用井戸等の場合は、その名称及び代表者の氏名）

連絡先電話番号_____________________________________________

飲用井戸等の使用状況について変更が生じたため、下記のとおり報告します。

記

※井戸の所在地について、住所の記載及び位置図を添付すること。

※非該当の項目は、斜線を引くこと。

（誓約事項）

１ 住民基本台帳の閲覧に同意します。

２ 室蘭保健所等の関係機関との情報共有に同意します。

３ 室蘭市が行う飲用井戸等の実態調査等へ協力します。

使用開始年月日 年 月 日 ・ 不明

井戸の深度 ｍ ・ 不明 水道水との併用 有 ・ 無

井戸の所有者名
氏 名 ：

※共同飲用井戸等の場合は、その名称及び代表者の氏名

井戸の所在地

水源の区分
原水（ 地下水 ・ 河川及び湖沼水 ・ 湧水 ）

その他（ ）

井戸の使用目的
飲用 ・ 炊事用 ・ 洗面用 ・ 浴槽水 ・ 洗濯水 ・ 散水用

その他（ ）

備考欄



様式第３号

飲用井戸等廃止届

令和 年 月 日

（宛先）室蘭市長 様

(届出者)

住 所______________________________________________

氏 名_____________________________________________㊞

（共同飲用井戸等の場合は、その名称及び代表者の氏名）

連絡先電話番号_____________________________________________

飲用井戸等の廃止について、下記のとおり報告します。

記

（誓約事項）

１ 住民基本台帳の閲覧に同意します。

２ 室蘭保健所等の関係機関との情報共有に同意します。

３ 室蘭市が行う飲用井戸等の実態調査等へ協力します。

井戸の所有者名
氏 名 ：

※共同飲用井戸等の場合は、その名称及び代表者の氏名

井戸の所在地

廃止年月日 年 月 日

廃止の理由

備考欄


